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経済産業省では、経済危機後の世界各国におけ
る保護主義的傾向の高まりと、それを受けた我が
国内外の対応について、2009年５月27日、「経済
危機下のいわゆる保護主義を巡る動向と経済産業
省の対応」において報告した。その後、2013年２
月までに見られた主な動向は以下のとおりであ
る。

1．WTOにおける取組
WTOは、2009年４月２日のG20ロンドン・サ
ミットにおける首脳の要請を受けて、2008年末か
ら開始していた各国の貿易措置の監視と四半期毎
の報告を続けてきた。2009年１月26日付の報告書
（加盟国のみに共有された作業文書）、４月20日付
の報告書（３月26日に加盟国に共有された文書
を、ロンドン・サミット後にWTO加盟国の承認
を得て一般に公表）に続いて、第３次の報告書を
７月15日に公表した。
同年９月14日には、WTO、OECD、UNCTAD
の３機関が共同でG20各国の貿易及び投資措置を
報告した。９月24日から25日に行われたG20ピッ
ツバーグ・サミットでは、首脳は、ワシントン及
びロンドンでコミットされた、保護主義に陥らな
いとの約束を再確認するとともに、３機関による
報告書を歓迎し、引き続き四半期毎に報告を行う
よう要請した。
同年11月18日、WTO事務局は、第７回WTO

定期閣僚会議に備え、2008年10月から2009年10月
の１年間の国際貿易環境に関する動向をまとめた
年次報告書を公表した。公表直後に開催された第
７回WTO定期閣僚会議では、WTOによる各国
の貿易措置の監視活動は、出席閣僚から概ね高い
評価を得て、その重要性が確認された。
2010年には、３月８日、６月14日、11月４日の
３度にわたり、WTO、OECD、UNCTADの３機
関が共同でG20各国の貿易及び投資措置を報告し

た。2011年以降も約半年に１回の頻度で貿易関連
措置に関する報告が続けられている（2011年５月
24日、10月26日、2012年５月31日）。最新の第８
次報告（2012年10月31日）の概要は以下のとおり
である。

（保護主義の深刻な拡大には至っていないが、注
視が必要）
・調査期間中（2012年５月中旬～2012年10月中旬）
のG20諸国による新規貿易制限措置の導入は減
少傾向（月別平均件数は第５次報告書から
20→18→18→14と推移）。
・調査期間中の新規貿易措置のうち、貿易促進措
置（55%）が貿易制限措置（45%）を上回り、
G20諸国の輸入の約0.7%に影響している。

（世界経済の展望は不透明）
・世界経済見通しは債務危機の継続等により前回
報告時点（2012年５月）よりも悪化。WTOは
貿易成長の予測を2012年４月時点の3.7%から
2.5%に下方修正。
・2012年前半の貿易縮小は途上国による輸入の著
しい減退によるもの。

（貿易制限措置の蓄積が引き続き問題）
・既存の制限的な措置の是正についても前回の報
告書公表時（2012年５月）に比べ僅かに改善。
2008年10月以降に執られた措置の内、今回まで
に終了された措置は21％（2012年５月の段階で
は18％）。
・2008年10月以降、G20諸国が執った貿易制限措
置は、世界の総輸入額の約3.5％、G20諸国の総
輸入額の約4.4％に影響を与えている。

（G20政府は市場開放の維持に主導性を発揮すべ
き）

いわゆる保護主義的措置を巡る動向について
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・多角的貿易体制を再活性化するため特にG20諸
国による強いコミットメントが必要だが、一部
の国では保護主義に対抗する政治的意思が弱体
化している。G20諸国は解放市場維持のための
努力を強化すべき。
・サプライチェーンがグローバル化しつつある
中、輸入制限は輸出競争力を弱めることにつな
がる。

2．我が国の対応
経済産業省は、2009年２月12日に強化した保護
貿易措置の監視体制を継続し、関係省庁、
JETRO等の関係機関と連携しつつ、WTOへの情
報提供に協力し、貿易相手国による問題のある措
置については、個別に申し入れを行う等の対応を
取ってきた。このような要請をしてきた事例の中
には、改善が図られたものが見られ、2009年には
インドの輸入品への特別追加関税や韓国のリチウ
ムイオン電池認証規制について改善がなされた。
また、2010年11月のAPEC閣僚会合において、
我が国は、議長国として、WTOの規定と整合的
と考えられるとしても重大な保護主義的影響を及
ぼす措置の導入を最大限抑制するとともに、その
ような措置が実施された場合には速やかに是正す
ることを継続するとする声明をとりまとめた。
（「ドーハ・ラウンド交渉の進展及び保護主義の抑
止についての声明」）
2012年６月のG20ロスカボス・サミットでは、
野田総理（当時）より、G20として保護主義的措
置に断固反対する強い決意を示すべきとの主張を
行った結果、以下のような要素を含む首脳宣言が
採択された。
・開かれた貿易及び投資，市場拡大並びに保護主
義抑止に強くコミット
・世界中で増加している保護主義の事例を深く憂
慮
・貿易及び投資に影響する措置に関するスタンド
スティルのコミットメントを2014年末まで再確
認し，保護主義的措置の是正をプレッジ

・WTO、OECD及びUNCTADの監視活動を支
持，作業の強化・深化を奨励。
さらに、同年９月、ロシア・ウラジオストクで
開催されたAPEC閣僚会議においては、枝野経済
産業大臣（当時）より、APECカザン貿易担当大
臣会合で合意した保護主義抑止のコミットメント
（①2015年末までに新たな貿易制限措置を控える
（スタンドスティル）旨のホノルル合意を再確認、
②既に導入された保護主義的措置の是正（ロール
バック）、③WTO整合的であっても保護主義的
影響が強い措置の実施の自制）を維持することを
呼びかけたところ、多くのエコノミーの支持を受
け、閣僚宣言に盛り込まれた。

世界経済は回復途上にあるが、依然として失業
率の悪化ないし高止まりは続く見込みであり、保
護主義的傾向が懸念される状態が続いている。経
済産業省は、関係省庁、JETRO等の関係機関と
連携しつつ、各国の貿易措置の監視・把握及び改
善の要請等を通じ、保護主義の抑止努力を継続し
ている。



 

947

参
考
資
料

（参考）2009年板不公正貿易報告書添付資料（2009年５月27日公表）
※参考資料等は省略した。

経済危機下のいわゆる保護主義を巡る動向と経済産業省の対応

はじめに　本稿の位置づけ
経済危機発生以降、世界各国で保護主義的傾向
が高まり、これに対し、内外で保護主義を抑止す
る取組が行われている。本稿では、これらの動向
の概要を整理している。本稿は経済産業省が作成
したものであり、「不公正貿易報告書」の一部を
構成するものではないが、内容が報告書と密接な
関係を持つことから、報告書の公表に併せ、参考
資料として公表することとした。（保護主義と、
報告書の原則である「ルール志向」との関係につ
いては、本稿末尾の「【参考】保護主義とルール
志向の関係」参照。）

1．いわゆる保護主義的な措置に関する考え方
昨年９月のリーマンショックを契機として世界
的な経済危機が発生して以降、自国産業への支援
や雇用確保のためと思われる保護主義的措置の導
入を求める政治的圧力が各国で高まっている。
そうした国内の圧力を受けて保護主義に陥る国
があると、他国の追随や報復などの連鎖を招き、
世界全体に保護主義が蔓延してしまうおそれがあ
る。戦後に確立された多角的自由貿易体制は、ま
さに保護主義の防波堤としての役割を担ってい
る。
1929年のブラックサーズデーに端を発する大恐
慌への対応として、1930年代に各国において関税
引上げ、為替切下げ、ブロック経済化などの保護
主義的な措置が連鎖的に導入されたことが先の大
戦の原因の一つと言われている1。そうした反省

から、WTOの前身たるGATTを含むブレトン
ウッズ体制が形成された。
1930年代の教訓を活かし、“保護主義の蔓延”
を防ぐためには、現在交渉中のドーハ・ラウンド
を妥結することが最も重要である。さらに、各国
が導入する措置を相互に監視し、それが保護主義
の連鎖への引き金とならないように相互に自制を
求めていかなければならない。
ただし、何にでも保護主義のレッテルを貼るこ
とは建設的ではなく、政策目的が合理的であれ
ば、より貿易歪曲的でない代替措置の導入へ変更
するなどの対応により問題が解決することもあ
る。
従って、個々の措置ごとに、対話から法的手段
に至るまで様々な取るべき対応を適確に見極めな
ければならない。

2．WTOによる取組等
現下の経済危機において、10月以降アルゼンチ
ンが幅広い物品に輸入許可制を導入、11月以降イ
ンドが鉄鋼製品の関税を引き上げ、翌年１月以降
ロシアが自動車関税を引き上げ、そして、２月に
は、米国が再生・再投資法においてバイ・アメリ
カン条項を導入するといった世界主要国での貿易
制限的な措置を講じる傾向が高まり、そうした動
きをどのようにくい止めていくべきかが国際的な
課題となってきた。
WTOにおいては、経済危機への対応の一環と
して、ラミーWTO事務局長は、10月14日の一般

1　John H. Jackson, The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations （second edition）, The 
MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England.
John H. Jackson, William J. Davey, and Alan O. Sykes, Jr. （1995） Legal Problems of International Economic Relations 3rd 

ed.: cases, materials and text on the national and international regulation of transnational economic relations,, West 
Publishing Co.
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理事会においてWTO事務局官房内に金融危機が
WTOルールのあらゆる側面に与える影響を検討
していく作業部隊（Task Force）を設立すると
表明した。
保護主義の防止は国際的な課題となり、11月15
日ワシントン金融・世界経済に関する首脳声明や
11月22日APEC首脳リマ声明において、保護主義
の自制について政治的決意が表明されるに至っ
た。
その後、12月17、18日に行われた貿易交渉委員
会及び一般理事会において、ラミー事務局長は、
金融危機後に生じた貿易措置を事後点検する責任
があり、Task Forceが定期的にその内容を更新
していく、と表明した。
翌年2009年１月26日にWTO事務局は、Task 
Forceが作業した貿易措置の監視結果をWTO加
盟国へ報告した。ただし、公表されない作業文書
としての扱いになっており、WTO事務局長の責
任の下、TPRM（貿易政策検討制度）のパラグラ
フG（国際貿易環境の進展に関する概況報告）に
基づき実施している。それは多角的貿易体制に影
響を及ぼす政策に関して事実の報告を行ったもの
であり、何ら法的な効果や含意を与えるものでは
ないとした。
当該報告書をもとにWTO・TPRB（貿易政策検
討機関）が、２月９日非公式に開催された。多く
の国からWTO事務局が行う監視について支持や
協力の賛同が寄せられる一方、一部の国から
TPRBでこうした監視を行うことの正当性を疑問
視する意見も出された。併せて、正確性、包括性
など報告書の精度を高める方策や、対象範囲の拡
大（貿易に影響を与える措置を幅広く取り上げる
こと）について議論された。特に、途上国から
は、先進国に顕著である特定産業への補助金と
いった貿易歪曲効果の高いものを取り上げるべき
との指摘が多くあった。

日本をはじめとする加盟各国が提供した情報に
基づいて、ラミー事務局長から１月26日付報告書
の改訂版を３月26日に加盟国へ報告した。
ラミー事務局長は報告書改訂版をベースに、４
月２日のロンドン・サミットにおいて、各国の保
護主義措置の導入の実態を紹介し、各国に自制を
求めたところ、首脳宣言においては「投資及び物
品・サービス貿易に対する新たな障壁を設け、輸
出規制を課し、WTOに整合的でない輸出促進措
置を講じることを自制する。加えて、我々はこの
ような措置を講じた場合には速やかに是正する。」
ということがあらためて首脳の政治的決意として
あらためて確認された。また、４月14日、
WTO・TPRB非公式会合にて、WTO事務局が
３ヶ月毎に貿易関連措置の動向を報告し、結果は
ホームページへの掲載により一般に公表すること
が提案され、加盟国・地域に了承された。2

3．経済産業省の対応
経済産業省としては、現下の経済危機の前か
ら、日本企業の輸出等を阻害する外国の政府措置
について情報を収集し、必要に応じて改善を働き
かけるなどの対応を行っていた。しかし、経済危
機の発生後、そうした輸出等企業の経済活動に影
響を及ぼしうる外国政府の措置が急速に増加し
た。このため、措置に関する原典となる海外法令
の確認、WTO等国際ルールとの整合性の確認、
他国への申し入れや代替案提示といった具体的対
応を迅速かつ公平に行う必要性が高まった。
このような状況において、上記２．で解説した
WTOにおける貿易措置監視強化の動きがあっ
た。１月31日、ダボスにおける二階大臣とラミー
WTO事務局長との会議で、ラミー事務局長から
WTOが行う貿易措置監視への日本の情報提供協
力の求めもあった。そうした背景の中で、日本政
府は、ＷＴＯの監視を支持し、透明性を高めるた

2　３月26日付のWTO事務局作成の貿易関連措置に関する調査の結果
（http://www.wto.org/english/news_e/news09_e/trdev_dg_report_14apr09_e.doc）
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めの作業に対する協力を表明した。２月12日に
は、経済産業省は、関係省庁、JETRO等の関係
機関とともに保護貿易措置の監視体制を強化する
こととし、WTOに情報提供を行っていくことと
なった。3

経済産業省は、問題とされる外国政府措置の存
否・内容については、客観的な資料に基づいて検
証されるべきであるとの考え方に立ち、各国の政
府発表や公的文書などを直接確認し、各国におけ
る措置の正確な内容を把握することとしている。
同時に、各国が採用した措置の背景事情と政策目
的とを正確に理解するのが重要であり、その点の
慎重な情報収集及び分析を行い、関係省庁や政府
関係機関と連携を取りつつ、相手国に個別に申し
入れを行う等の対応を取ってきている。
監視体制の強化を通じて把握された貿易措置は
30ヵ国、約130件であるが、その中から、以下の
考え方に則って別表のとおり列挙する（2009年５
月現在）。
‐　昨年９月の金融危機以降に導入された（も
しくは導入検討が明らかになった）もの

‐　11月15日金融・世界経済に関する首脳声明
（参考資料参照）、11月22日APEC首脳リマ
声明、４月２日ロンドン・サミット首脳声
明（参考資料参照）でコミットされた“投
資あるいは物品・サービスの貿易に対する
新たな障壁を設けず、新たな輸出制限を課
さず、WTOと整合的でない輸出刺激策を
とらない”との内容に反すると経済産業省
が考える措置で、かつ我が国経済や企業活
動に影響が生じ得ると考えられる措置

※　なお、別表の措置については、既存のルー
ルに明確に違反しないものもあるため、法

律的な措置をとっているわけではないが、
上記既述のとおり、経済産業省は関係省や
政府関係機関と連携を取りつつ、相手国に
個別に申し入れを行う等の対応を取ってき
ている。

【参考】保護主義とルール志向の関係
不公正貿易報告書で取り上げる措置は、報告書
序論に述べられているとおり、「ルール志向型基
準」の考え方に従い、WTO協定等の国際的な法
規範に反するものの中から選択されている。
これに対し、いわゆる保護主義的な措置とは、
国内の産業や雇用を保護するために貿易や投資を
制限する措置を広く指す。その中には、WTO協
定上は許容されているものも含まれる。例えば、
WTOの譲許税率を超えない範囲での関税引上げ
は、WTO協定上の権利であるが、その目的、態
様によっては保護主義的な措置と捉えられる可能
性がある。
G20首脳声明で自制するとされている対象は、

「投資及び物品・サービス貿易に対する新たな障
壁」、「輸出規制」及び「WTOに整合的でない輸
出促進措置」である。最後の「輸出促進措置」に
ついてはWTOに整合的なものは自制の対象外で
あるが、前二者は、WTOに整合的であっても自
制の対象とされている。これは、100年に１度と
言われる深刻な経済危機にあって、世界の経済や
貿易の８、９割を占める主要国は、世界の経済情
勢を悪化させかねないような措置は、たとえそれ
らが法律上認められた権利であっても差し控える
ことが適切だという考え方に立脚している。ただ
し、個々具体的な措置がG20の政治的合意の対象
かどうかの解釈は各国に委ねられている。現状維

3　２月12日付、経済産業省発表資料「保護貿易措置の監視体制の強化について」
　　1． 深刻な経済危機の下、世界で保護主義的傾向が強まっている現状を踏まえ、経済産業省は、日本貿易振興機構

（JETRO）（※）や関係省庁と連携し、企業活動に影響を与えうる貿易措置を迅速に把握し、対応するための体
制を強化することとした。

　　2． また、現在、世界貿易機関（WTO）も各国の貿易政策を監視しており、把握した情報はWTOに提供する。
※ 日本貿易振興機構（JETRO）は、１月30日に「ジェトロ海外ビジネス緊急支援対策」を発表し、保護主義的動
向についても情報の収集・提供の体制を整えている。
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持を約束するいわゆるスタンドスティル協定の合
意が難しい状況の中で、タイムリーに国際社会に
前向きのメッセージを発出することを重視し、厳
密な対象範囲を確定しないまま、新たな障壁を設
けること等は自制するとの簡潔な声明にとどめて
いる。
WTO事務局長が貿易政策検討組織（TPRB）
に四半期毎に提出する報告書は、各国の貿易措置
を事務局が監視した結果をまとめている。特定の
措置が報告書に記載されても、それはWTO事務
局が当該措置やその意図を保護主義的だと判断し
たためではない、とされている（パラグラフ
12）。実際、報告書には、貿易を自由化または円
滑化する措置も記載されている（パラグラフ
25）。これは、監視・報告により透明性が高まり、
各国の様々な措置のうち問題の多いものについて
は導入を牽制する一定の効果が働くことから、報
告書に掲載する措置の範囲について議論を紛糾さ
せることなく、迅速に貿易措置の監視・報告の仕
組みを立ち上げることを優先させている。

（概念図：貿易措置の分類）

「WTOルール違反」となるもの

WTOによる「監視」の対象

G20等の首脳声明における
「自制」の対象


